
永平寺町告示第 68-5 号 

 

入 札 公 告 

 

 

次のとおり条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の６第１項の規定により、次のとおり公告する。 

 

 

 令和８年４月１７日 

 

永平寺町長 河合 永充 

 

 

１ 条件付一般競争入札に付する事項 

（１）業務名     安全管理措置対応業務及び個人情報保護事務の運用手引作成業務 

           情報セキュリティポリシー規定等整備支援業務 合併入札 

（２）業務箇所    永平寺町役場 

（３）概要      個人情報安全管理措置の現況確認及び庁内管理体制の確立支援 1 式 

個人情報安全管理措置要綱の策定業務 1 式 

個人情報安全管理措置要綱に関するマニュアルの策定業務 1 式 

個人情報保護事務の運用手引きの作成 1 式 

 

           実施要項の決定と組織体制の確立 1 式 

キックオフ研修の実施 1 式 

情報セキュリティ基本方針、対策基準、実施手順の改定 1式 

リスク分析の実施 1 式 

 

（４）履行期限    令和９年３月２１日 

（５）設計額     非公表 

（６）入札方式    条件付一般競争入札（事前審査型） 

（７）最低制限価格  設定なし 

 

２ 入札に関する事務を担当する機関の名称、所在地等 

〒910-1192 福井県吉田郡永平寺町松岡春日１－４ 

永平寺町役場 契約管財課 

電話番号 0776-61-3924   ＦＡＸ 0776-61-2434 

メール keiyaku@town.eiheiji.lg.jp 



３ 入札に参加する者に必要な資格 

（１）令和７・８年度の永平寺町競争入札参加資格申請書（物品の主な取扱商品：計画策定）を提

出している者。 

（２）平成 28 年度以降に官公庁との契約で「安全管理措置対応業務及び個人情報保護事務の運用

手引作成業務」及び「情報セキュリティポリシー規定等整備支援業務」に係る履行実績を有して

いる者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

 （４）永平寺町及び他の自治体等から指名停止等の措置を受けていない者。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づき更生手続開始の申立てが行われて

いる者、または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づき再生手続開始の申立て

が行われている者、その他経営不振に陥ったと明らかに認められる等この入札に参加するのに

ふさわしくないと認められる者でないこと。 

 

４ 入札参加資格確認申請 

  この条件付一般競争入札に参加を希望する者は、３に掲げる入札参加資格を有することを証明

するため、次のとおり申請書及び資料を提出（メール・郵送・持参により提出）し、入札参加資格

について確認を受けなければならない。 

（１）一般競争入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

（２）同種工事等の施工等実績調書（様式第２号） 

    ※条件に施工実績が必要となっている場合、契約書等の実績が分かるものを添付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 入札手続等 

手続等 期間・期日・期限等 手続の方法等 

（１）設計図書の閲覧 令和８年４月１７日（金）から 

令和８年４月２４日（金）まで 

町公式ホームページにて 

（２）設計図書に対する質

問受付 

令和８年４月１７日（金）から 

令和８年４月２２日（水）まで 

様式第８号を書面により永平

寺町役場契約管財課に提出（メ

ール・郵送可） 

（３）上記に対する回答 令和８年４月２４日（金） 

までに回答 

町公式ホームページにて 

（４）一般競争入札参加資

格確認申請書の受付 

令和８年４月１７日（金）から 

令和８年４月２３日（木）まで 

郵送又は持参にて（メール可） 

（５）入札参加資格審査結

果の通知 

令和８年４月２７日（月） メールにて 

（６）入札書受付期間 令和８年４月２８日（火）まで 

１７：１５まで 

期限までに郵送又は持参にて

提出 

（７）開札日時 令和８年４月３０日（木） 

１０：００～ 

郵便入札のため、開札当日の来

庁は不要です。               

 

 

 


